
 

『包括的担保法制の検討へ 事業を全体として評価－金融庁』 
 

 金融庁は、金融機関が借り手を全面的に支えられる包括担保法制等を含む融資・再生実務の検討

に入った。令和２年事務年度金融行政方針の中で明らかにしている。 

 中小企業においてコロナ禍の厳しい経営環境では、金融機関は平時より事業者との緊密な連携を図

り、事業実態を理解している必要があることが、改めて認識されたとして、事業者・金融機関の緊密な関

係構築を促し、価値ある事業の継続につなげていくことは、将来の危機への耐性を高める上でも、今後

の日本経済の力強い回復を支える上でも重要、とした。方針書では、「現状で

は、有形資産に乏しい事業者は将来性があっても依然として経営者保証の負

担を負わざるを得ない場合があることや、従来の個別資産ベースの担保法制

では債権者の最終的な関心が事業の継続価値よりも個別資産の清算価値に

向きがちであるといった課題がある。金融機関に事業の継続や発展を支援する

適切な動機付けをもたらすような、事業を包括的に把握し支える担保権等の実

務上の可能性を模索していく。」とまとめている。ただし、包括的な担保を取られ

るため、事業者の資金調達の選択肢を限定的にする恐れもあるといった意見も

ある。金融庁は今後、法務省の担保法制議論に反映させていく構えのようだ。 

 

 『中小企業デジタル化応援隊始動 専門家紹介・コスト支援等』 

 
 中小企業庁及び中小機構はこのほど「中小企業デジタル化応援隊」事業をスタートし、ＩＴ専門家及

び中小企業の登録受付を開始した。ノウハウがなくデジタルツールの導入・定着に至らない中小企業・

小規模事業者のＩＴ活用をサポートする専門家を選定し、その活動と、中小企業とのマッチングを支援す

る。対象となるのはテレワークやＷｅｂ会議、ＥＣサイト、キャッシュレス決済、セキュリティ強化など幅広い

コンサルティングで、準委任契約に基づく支援。専門家に対しては事務

局から最大３５００円／時間の謝金が支払われ、中小企業はそれを差し

引いた金額（５００円／時間以上の実費負担は必要）で支援が受けられ

る。専門家の範囲は、フリーランス・副業・兼業の個人、及び中小企業等

経営強化法に定められた認定情報処理支援機関（ＳＭＥサポーター）

の認定を受けた法人に所属する人材。運営事務局は、アデコ株式会社

が担う。これまで中小企業のデジタル化に積極的に取組んできた業界

団体、金融機関、自治体等とも連携する。 

 中小企業、専門家のいずれも、受付期間は来年１月３１日まで、事業実施期間は２月２８日まで。事業

終了後、専門家は支援実施報告書を事務局に提出し、中小企業は専門家の評価をＷｅｂ上で行う。 
 
 出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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